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佐藤満州男さん（７６歳）。１９３８年に八幡西

区折尾で生まれ、１９４０年に満州に渡り、敗

戦後引き揚げて折尾に帰る。１９５８年国鉄若

松機関区に就職、１９９３年退職。帰郷した後、

国民救援会、おりお９条の会の活動に携わり、

折尾地区土地区画整理「権利者の会」の世話人

会代表を務めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

今、八幡西区折尾地区で北九州市による「折尾駅周辺連続立体交差」の工事が展開され、 

その他「土地区画整理」や「街路」の工事も一部始まっています。 

今回のインタビュ―では、土地区画整理の対象地区に居住し 

「権利者の会」の代表を務めている佐藤満州男さんに話をお聞きました。 

聞き手  八幡西区革新懇  嶋・牟田・池村 

 

嶋  折尾で生まれた佐藤さんにとって折尾

はどんな街でしたか。 

佐藤 そうですね、折尾地区は小高い山や丘

陵地がうねり、平地が少ない地形です。

折尾駅は東西に鹿児島本線が走り、その

下に筑豊本線が南北に入る立体交差の駅

でした。 

   かつては西鉄電車も乗り入れていまし

た。駅の北側には旧３号線も走り、地域

の交通拠点、そして教育の街として発展

してきました。近年は北西部の宅地開発

もすすみ、駅の乗降客も増えています。 

   駅前の堀川ですが、これは黒田藩の重

臣・栗山大善が遠賀川の治水の時造らせ

たもので、駅前から洞海湾へと流れてい

ます。かつてこの堀川を石炭運搬の川船

が行き来した情景が今でも浮かびますね。 

嶋  折尾地区総合整備事業の概要について

伺います。 

佐藤 実は三つの事業があります。 

一つは折尾駅周辺連続立体交差事業

です。周辺に９カ所の踏み切りがあり、

そのための交通渋滞をなくし、均衡あ

る街の発展ができるようにする鉄道

の高架化です。（鹿児島本線２．２ｋ、

筑豊本線２．１ｋ） 

 

平和・民主・革新の日本をめざす北九州の会 

〒803-0817 北九州市小倉北区田町 13-21 田町ビル３Ｆ 

℡093-592-5000 Fax093-571-4346 

E-mail k-kakushinkon@ace.ocn.ne.jp 

全国革新懇「三つの共同目標」 

１．日本の経済を国民本位に転換し、暮

らしが豊かになる日本をめざします。 

２．日本国憲法を生かし、自由と人権・民

主主義が発展する日本をめざします。 

３．日米安保条約をなくし、非核・非同盟・ 

中立の平和な日本をめざします。 
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駅舎の建て替えや駅前広場の整備も

行われます。事業費は３５０億円、工

期は平成３４年度です。 

   二つめは街路（道路）事業です。折尾

地区整備事業区域内で８本の道路を新

設及び拡幅するという内容です。事業

費は３１２億円。 

   最後が土地区画整理事業です。鉄道立

体交差事業・道路事業と一体的に進め

ます。駅南側の土地区画整備では、道

路、公園等の整備、交通の利便性・安

全性など居住環境の向上をはかるとし

ています。区画整理区域は駅南側１６．

９ｈａですが、そこに地権者４６０人、

借地権者１７０人が居ます。事業費２

００億円、工期平成３７年度です。 

嶋  「権利者の会」の活動や皆さんの要求、

今後の方針をお聞かせください。 

佐藤 折尾地区整備事業計画の全体規模は、

◆事業費８２０億円  ◆工期Ｈ１５

年～３７年 ◆対象８００人の大規模

な整備事業です。 

北九州市は、平成１３年７月３１日、

地域住民への説明会を開きました。し

かし、なぜ区画整理なのか、市は答え

ませんでした。市は、商工会、自治会

区長、料飲組合など有力者には事前に

説明をしていたことが後日判明し、当

初から不誠実な対応が問題となりま

した。 

   私たちは「権利者の会」をつくり、み

んなで論議し要求をまとめその実現を

めざし運動を始めてきました。 

   「権利者の会」は、年２回、住民集会

で意志結集をはかり、市長・市議会議

長への陳情、都市計画審議会の意見陳

述などに取り組み、さらに市議会の各

会派への要請など、その他様々な活動

を続けてきました。 

   「権利者の会」は結成から１３年、私

たちの基本的態度と要求をまとめると

次のようになりますね。 

   ◎まちづくりは市民憲章に基づき住民

との話し合いで決めよ。押しつけは

絶対反対。 

   ◎計画を白紙撤回し住民との話し合い

で作り直せ。 

   ◎憲法の財産権・生存権・生活権を無

視するものだ。 

   ◎高齢者が多く住宅再建は困難である。 

   ◎小さな権利者の減歩はするな。（※減

歩―土地を減らすこと） 

   ◎先祖伝来の土地を無償で取り上げる

な。 

   ◎区画整理は昔からの原風景を破壊す

るものだ。 

「権利者の会」の皆さんも高齢化し活動

も困難になっていますが、私も最後まで

頑張りたいと思います。 

嶋  ＪＲを退職の後、おりお９条の会や国

民救援会の活動に参加されていますが、

平和や民主主義、人権を守る活動につい

て佐藤さんの思いを聞かせてください。 

佐藤 私は２歳のころ、家族と共に満州に渡

り暮らしました。１９４５年春、敗戦

情報が色濃く伝わり、日本人住宅街に

八路軍が、８月はソ連軍の侵攻も始ま

りました。８月１５日、日本の敗戦が

伝わり、徒歩や貨物列車など、命がけ

の逃避行が続き、太原→天津→大連の

収容所にたどり着きました。 

   収容所では、逃避行の厳しさで生命を

奪われた日本人の死体が山積みされて

いました。私は、この惨状が目に焼き

ついています。 

   引き揚げ船が博多港に着き、家族と一

緒に涙を流し抱き合ったとき、この日

本は二度と戦争をしてはならないと子

どもながら思いました。 

   私は満州に渡り、戦火の中を家族と共

に逃げ惑った恐ろしい体験を忘れるこ

とはありません。 

   私は、平和な日本、民主主義と人権が

守られる社会をめざしこれからも生き

たいと思います。 

嶋  佐藤さん、本当にそうですね。ありが

とうございました。とても貴重なお

話・体験を聞かせていただきました。

インタビューへの協力、ありがとうご

ざいました。これからも「権利者の会」
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の取り組み、まだ大変なことがあると

思いますが、身体に気をつけて頑張っ

てください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

 

戸畑革新懇 西健一郎 

今、「戸畑でぞうれっしゃを歌おう実行委員

会」が活動を始めています。 

組曲の「ぞうれっしゃがやってきた」は同名

の絵本の「ぞうれっしゃがやってきた」を原

作にしてつくられて、１９８６年に第１回の

演奏が行われて以来、数十人から数千人によ

って演奏されてきました。 

今年も、福岡市や岡垣町でも歌われ、名古屋

では５０００人の合唱が計画されています。 

この作品は歴史の事実をもとに、一部脚色を

加えてつくられています。 

 その物語は、１９３７年（昭和１２年）、木

下サーカスから名古屋の東山動物園にやって

きた４頭の象、アドン、エルド、マカニー、

キーコは子供たちの人気ものでした。しかし

戦争が激しくなり、各地の動物園では軍の命

令により動物たちが次々と殺されていきまし

た。そんな中で名古屋の東山動物園では、北

王園長さんを先頭にぞうたちを必死で守りぬ

いたのです。 

 そして、戦争

が終わり、１９

４９年（昭和２

４年）、ぞうの

いなくなった

各地から「生き

延びた 2 頭の

象、マカニーと

エルドを見たい」という子供たちの夢を乗せ

た特別仕立ての「ぞうれっしゃ」が国鉄労働

者の協力のもと、名古屋へと向かって走った

のです。 

 このコンサートを聴いた人ならすぐにわか

りますが、一

緒にうたう

幼稚園から

小学生の子

供達、またそ

の２０代～

３０代の親

たちで会場はすいぶんとにぎやかになります。 

 そんなコンサートを是非「戸畑で」実現さ

せたいと、実行委員会をつくりました。来年

（2015 年）の８月１６日（日）に「ウェル戸

畑中ホール」と日にちも場所も決まりました。 

 その成功に向けて、８月１７日（日）に“ミ
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ニコンサート”をひらきました。 

アコーディオン演奏「パリの空の下、セーヌ

は流れる」、リコーダー演奏「アナと雪の女王」、

ギターの弾き語りによる絵本、みんなでうた

いましょう、プロジェクター映写による絵本

「ぞうのこどもと母さん」などなど、戸畑の

ひとたちによる、ほんとうに手作り感満載の

ひとときでした。 

「みなさんのやさしいゆったりとした空気の

中で心が温かくなるようでした。」「きれいな

演奏や心のこもった朗読、よかったです」な

どの感想が寄せられました。参加者は子供１

５人を含めて約８０人でした。 

「ぞうれっしゃ」を歌った経験を持った人た

ちが次々に育って将来、平和を望む若い人で

いっぱいになれば、きっと日本はその歌の歌

詞にあるように「人間の命を、動物の命をい

つくしむ心を、子供たちよ、いつまでも忘れ

ないでほしい」とあるように、そのような社

会になるであろうことを楽しみにしています。 

 

 

 

 

 

北九州革新懇 野瀬 秀洋 

8 月 23 日(日)14 時から始まった、「新聞 OB

会・北九州」主催の講演会「どのように憲法 9 条

に望むべきか？」は、なかなかのものでした。首

都大学東京の木村草太準教授の講演です。

1980 年生まれという若さだが、気鋭の若手学者

という雰囲気。早口なので、少し聞きづらいが、

粛々と話しつづける。まず、「集団的自衛権とは」

から始まる。ここでは、安倍首相が国民に示す親

子の図で有名になった「在外自国民保護」のた

めの武力行使は、「自衛権」の話と別の問題であ

り、分けて議論すべきだと話しました。憲法と集

団的自衛権の部分の話に入り、従来の 72 年政

府見解と憲法の規定を振り返ります。政府には

憲法 13 条で「日本国領域の安全を確保し、国民

の生命や自由を保護する責務があり、国内の安

全確保は、「行政｣(憲法 65 条、73 条)の一環とし

てなすべき事務であると説明しました。そして、

安倍政権の集団的自衛権容認に向けた作戦を

3 つのパターンに分類。この中で、石破幹事長

の「書いてないから、やってよい」理論に反論し

ます。まずは、憲法 9 条の学説を紹介し、いずれ

の学説も「武力の行使は全面禁止」であることを

確認。さらに、憲法 73 条が、この場合、大きな意

味を持つことを私たちに教えます。憲法 73 条に

は、内閣のすべきことを列挙しており、この中に

は「軍事」は書かれていません。軍事は、憲法は

想定していないのです。したがって、政府が行お

うとしている「集団的自衛権行使」は成り立たな

いのです。 

 木村講師は、テレビで、政府高官との対談など

で、この点を主張し、相手に回答を求めます。も

ちろん、回答不能に陥り、黙ります。 

 最後に、閣議決定をどう読むかという話になり、

ここでは以下のように話しました。 

「他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわ

が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由およ

び幸福追求の権利が根底から覆される、明白な

危険・・」とは、在日米軍基地への攻撃以外には

想定できない。これは、個別的自衛権で反撃す

べき課題である。結論は、従前の 72 年政府見解

(個別的自衛権のみは有る)の範囲は出ないもの

となっている。 

今後の私たちのとるべき方策は、今から出てく

る集団的自衛権に関連する法律の違憲性を徹

底的に追及し、「憲法違反」を問いただすことで

ある。確かに世界の動きの中には、主権を侵害

する明白な危険も出てくるだろう。そこでの対応

は、武力のみでなく、憲法 9 条の持つ平和主義

の力で世界に貢献できることを国際世論に訴え

る努力をすべきである。国際公共価値が憲法 9

条で働く場合あると述べ、今後の憲法 9 条の役

割と展望をしめしました。憲法 9 条に臨むべき姿

勢が少し判った気がしました。 


